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学
童
保
育
へ
の
国
の
補
助
金
は
、
必

要
経
費
の
二
分
の
一
を
保
護
者
が
負
担

す
る
こ
と
を
前
提
に
決
め
ら
れ
て
い
て
、

残
り
の
二
分
の
一
を
、
基
本
的
に
は
国

と
都
道
府
県
と
市
町
村
（
特
別
区
を
含

む
）
が
各
三
分
の
一
ず
つ
負
担
す
る
こ

と
に
な
っ
て
い
ま
す
（
こ
れ
を
「
補
助

率
三
分
の
一
」
と
言
い
ま
す
）。

　

学
童
保
育
は
二
〇
一
五
年
四
月
か
ら
、

「
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
」
に
定
め
ら

れ
た
「
地
域
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
事
業
」

の
一
三
事
業
の
う
ち
の
一
つ
に
位
置
づ

け
ら
れ
、
そ
の
予
算
は
内
閣
府
か
ら
「
子

ど
も
・
子
育
て
支
援
交
付
金
」
と
し
て

市
町
村
に
交
付
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
運
営
費
の
補
助
額
は
、
学
童

保
育
の
子
ど
も
集
団
の
規
模
、
開
所
日

数
や
時
間
な
ど
に
よ
っ
て
、
支
援
の
単

位
ご
と
に
決
め
ら
れ
ま
す
。

　

二
〇
二
三
年
度
、
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ

に
関
わ
る
国
の
予
算
は
総
額
一
二
〇
五
億

円
、
運
営
費
等
に
は
一
〇
四
六
億
円
、
整

備
費
に
は
一
五
九
億
円
が
計
上
さ
れ
ま

し
た
。
①
「
原
則
、
放
課
後
児
童
健
全

育
成
事
業
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る

基
準（
以
下「
設
備
運
営
基
準
」と
い
う
。）

ど
お
り
放
課
後
児
童
支
援
員
、
補
助
員

（
以
下
「
放
課
後
児
童
支
援
員
等
」
と
い

う
。）
を
配
置
し
た
場
合
」
の
補
助
単
価

は
表
１
の
と
お
り
で
す
。

　

こ
の
ほ
か
に
、
②
「
放
課
後
児
童
支

援
員
一
名
の
み
配
置
し
た
場
合
」、③
「
補

助
員
の
み
を
原
則
二
名
以
上
配
置
し
た

場
合
」、
④
「
補
助
員
を
一
名
の
み
配
置

し
た
場
合
」
の
補
助
基
準
額
が
示
さ
れ

て
い
ま
す
。

　

な
お
、
利
用
し
て
い
る
子
ど
も
の
安

協
議
会
だ
よ
り

１  放課後児童健全育成事業 ＊原則、設備運営基準どおり放課後児童支援員、補助員を配置した場合
（1）年間開所日数 250 日以上の放課後児童健全育成事業所

① 基本額（１支援の単位当たり年額）
ア 構成する児童の数が 1～19 人の支援の単位 2,558,000 円－（19 人－支援の単位を構成する児童の数）× 29,000 円
イ 構成する児童の数が 20 ～ 35 人の支援の単位 4,734,000 円－（36 人－支援の単位を構成する児童の数）× 26,000 円
ウ 構成する児童の数が 36 ～ 45 人の支援の単位 4,734,000 円
エ 構成する児童の数が 46 ～70 人の支援の単位 4,734,000 円－（支援の単位を構成する児童の数－ 45 人）× 69,000 円
オ 構成する児童の数が 71 人以上の支援の単位 2,917,000 円

② 開所日数加算額（１支援の単位当たり年額）
（年間開所日数－ 250 日）×19,000 円（１日８時間以上開所する場合）

③ 長期休暇支援加算額（１支援の単位当たり年額）
⾧期休暇中に支援の単位を新たに設けて運営する等の場合 （左記要件に該当する開所日数）×19,000 円

④長時間開所加算額（１支援の単位当たり年額）
ア 平日分（１日６時間を超え、かつ 18 時を超えて開所する場合） 「１日６時間を超え、かつ 18 時を超える時間」の年間平均時間数× 409,000 円
イ ⾧期休暇等分（１日８時間を超えて開所する場合） 「１日８時間を超える時間」の年間平均時間×184,000 円

（２）年間開所日数 200 ～ 249 日の放課後児童健全育成事業所（特例分）
① 基本額（１支援の単位当たり年額）

ア 構成する児童の数が 20 人以上の支援の単位 3,099,000 円
イ 構成する児童の数が 1～19 人の支援の単位 1,726,000 円

② 長期休暇支援加算額（１支援の単位当たり年額）
⾧期休暇中に支援の単位を新たに設けて運営する等の場合 （左記要件に該当する開所日数）×19,000 円

③ 長時間開所加算額（１支援の単位当たり年額）
平日における「１日６時間を超え、かつ 18 時を超える時間」の年間平均時間数× 409,000 円

※構成する児童の数が10 人未満の支援の単位に対する補助については以下のいずれかに該当する場合のみ行う。山間地、漁業集落、へき地及び
離島で実施している場合のほか、当該放課後児童健全育成事業を実施する必要があると厚生労働大臣が認める場合。

※放課後児童支援員は、基礎資格＋研修受講という仕組みになっているところ、研修受講については、「① 研修計画を定めること、② 採用から 2
年以内に研修修了を予定していること」という二つの要件を満たす場合は、研修を修了していない者も放課後児童支援員とみなすことができるも
のとする。

表 1　2023 年度　放課後児童健全育成事業の補助単価

国
の
二
〇
二
三
年
度
の
放
課

後
児
童
ク
ラ
ブ
関
係
予
算
の

補
助
単
価

資料：厚生労働省発表資料をもとに全国学童保育連絡協議会事務局が作成
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全
確
保
方
策
を
条
例
な
ど
で
規
定
し

て
い
て
、
児
童
数
が
二
〇
人
未
満
に
な

る
時
間
帯
や
曜
日
だ
け
、
放
課
後
児
童

支
援
員
等
の
一
名
配
置
や
、
補
助
員
の

み
の
配
置
を
認
め
る
と
し
て
い
る
場
合

も
、
補
助
単
価
は
①
の
基
準
額
と
な
り

ま
す
。

　

子
ど
も
政
策
を
進
め
る
た
め
、
内
閣

官
房
全
世
代
型
社
会
保
障
構
築
本
部
の

下
に
は
岸
田
内
閣
総
理
大
臣
を
議
長
と

す
る
「
こ
ど
も
未
来
戦
略
会
議
」
が
、

こ
ど
も
家
庭
庁
で
は
岸
田
内
閣
総
理
大

臣
を
会
長
と
す
る
閣
僚
会
議
「
こ
ど
も

政
策
推
進
会
議
」
が
開
か
れ
て
い
ま
す

（
本
誌
二
〇
二
三
年
六
月
号
「
協
議
会
だ

よ
り
」
参
照
）。

　

ま
た
、
二
〇
二
三
年
四
月
二
一
日
に

は
、
こ
ど
も
家
庭
庁
に
お
い
て
「
こ
ど

も
家
庭
審
議
会
」
が
開
か
れ
ま
し
た
。

こ
の
審
議
会
は
、
内
閣
総
理
大
臣
・
関

係
大
臣
・
長
官
の
諮
問
に
応
じ
て
、
子

ど
も
政
策
に
関
す
る
重
要
事
項
を
審
議

す
る
場
で
あ
り
、
学
童
保
育
が
議
論
の

対
象
と
な
る
「
こ
ど
も
の
居
場
所
部
会
」

の
ほ
か
、「
基
本
政
策
部
会
」「
幼
児
期

ま
で
の
こ
ど
も
の
育
ち
部
会
」「
科
学
技

術
部
会
」「
社
会
的
養
育
・
家
庭
支
援
部

会
」「
児
童
虐
待
防
止
対
策
部
会
」「
障

害
児
支
援
部
会
」「
こ
ど
も
の
貧
困
対
策
・

ひ
と
り
親
家
庭
支
援
部
会
」
が
置
か
れ

ま
す
。

　

二
〇
二
三
年
度
中
に
、「
こ
ど
も
の
居

場
所
づ
く
り
に
関
す
る
指
針
（
仮
称
）」

を
閣
議
決
定
す
る
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、

部
会
で
は
五
月
か
ら
議
論
が
は
じ
ま
っ

て
い
ま
す
。

　

例
年
、
全
国
学
童
保
育
連
絡
協
議
会

が
行
う
「
学
童
保
育
（
放
課
後
児
童
健

全
育
成
事
業
）
の
実
施
状
況
調
査
」
の

結
果
を
公
表
す
る
と
、
社
会
の
関
心
は

「
待
機
児
童
」
に
集
ま
り
ま
す
。
か
つ
て
、

待
機
児
童
問
題
は
大
都
市
部
の
も
の
だ

と
考
え
ら
れ
て
い
ま
し
た
が
、
い
ま
で

は
地
方
都
市
の
問
題
で
も
あ
り
ま
す
。

　

あ
る
市
で
は
待
機
児
童
数
が
倍
増
し
、

担
当
課
が
、
留
守
番
の
練
習
や
祖
父
母

の
協
力
を
求
め
た
こ
と
が
報
道
さ
れ
ま

し
た
し
、
あ
る
市
で
は
市
内
で
も
地
域

差
が
あ
る
こ
と
が
報
じ
ら
れ
ま
し
た
。

ま
た
、
あ
る
県
で
は
待
機
児
童
数
は
ゼ

ロ
で
す
が
、
児
童
数
が
七
一
人
以
上
の

支
援
の
単
位
の
割
合
が
二
割
を
超
え
て

い
て
、
全
国
で
も
っ
と
も
高
く
な
っ
て

い
ま
す
。

　

保
護
者
に
と
っ
て
は
、「
学
童
保
育
に

入
れ
る
か
・
入
れ
な
い
か
」
は
就
労
保
障
、

ひ
い
て
は
家
族
の
生
活
を
守
る
こ
と
に

直
結
す
る
問
題
で
す
し
、
と
も
す
れ
ば

「
希
望
す
る
子
ど
も
・
家
庭
が
あ
る
の
で

あ
れ
ば
、
条
件
整
備
が
不
十
分
で
も
受

け
入
れ
る
べ
き
」
と
い
う
論
調
に
傾
き

か
ね
ま
せ
ん
。

　

し
か
し
、
子
ど
も
集
団
の
規
模
の
上

限
を
超
え
て
大
規
模
化
し
た
学
童
保
育

で
の
生
活
は
、
子
ど
も
た
ち
に
深
刻
な

影
響
を
与
え
ま
す
。「
子
ど
も
が
学
童
保

育
に
行
き
た
が
ら
な
い
」「
指
導
員
の
対

応
、
保
育
内
容
に
不
満
が
あ
り
退
所
し

た
」
な
ど
、
年
度
途
中
の
退
所
や
、
学

年
が
上
が
る
際
に
退
所
を
選
択
す
る
と

い
う
実
態
も
少
な
か
ら
ず
あ
る
こ
と
も

否
め
ま
せ
ん
。

　

ま
た
、
待
機
児
童
の
受
け
皿
と
し
て
、

文
部
科
学
省
所
管
の
「
学
習
・
体
験
活

動
の
場
」
で
あ
る
「
放
課
後
子
供
教
室
」

の
活
用
を
選
択
肢
と
し
て
い
る
市
町
村

も
あ
り
、
そ
れ
に
よ
る
「
待
機
児
童
ゼ

ロ
」
で
は
、子
ど
も
た
ち
に
「
生
活
の
場
」

を
保
障
す
る
に
は
不
十
分
で
す
。　
　

　

子
ど
も
た
ち
が
必
要
と
す
る
期
間
、

負
担
に
思
う
こ
と
な
く
学
童
保
育
に
通

い
つ
づ
け
ら
れ
る
た
め
に
は
、
子
ど
も

一
人
ひ
と
り
が
安
心
し
て
子
ど
も
同
士

や
指
導
員
と
の
関
係
を
築
け
る
環
境
が

不
可
欠
で
す
。

　

そ
れ
に
は
、「
子
ど
も
集
団
の
規
模
の

上
限
を
守
り
な
が
ら
必
要
な
数
だ
け
学

童
保
育
を
増
や
す
こ
と
」「
支
援
の
単
位

ご
と
に
、
子
ど
も
の
所
属
を
明
確
に
区
分

し
、
そ
れ
ぞ
れ
に
施
設
を
整
備
し
、
二

人
以
上
の
指
導
員
を
、
少
な
く
と
も
一

年
間
は
固
定
し
て
配
置
す
る
こ
と
」
を

確
実
に
行
う
と
と
も
に
、
保
育
内
容
の

充
実
と
指
導
員
の
力
量
を
高
め
て
い
く

こ
と
が
必
要
で
す
。

こ
ど
も
家
庭
庁 

「
こ
ど
も
家
庭
審
議
会
」　
　

の
議
論
は
じ
ま
る


